
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空き缶等、吸い殻等の放置、投棄の禁止 

空き缶、吸い殻等のポイ捨てが禁止されま 

した。 

ポイ捨ての対象となるものは、飲食物の缶、 

びん、ペットボトル等の容器、たばこの吸い 

殻、ガムのかみかす、紙くず、釣り糸、釣り 

針その他これらに類する物で、捨てられるこ 

とによってごみの散乱の原因となるものです。 

  

※違反した場合は、罰金（2万円以下）が課される場合があります。 

たん、つばの吐き捨ての禁止が規定されました 

道路、公園等の公共の場所等を皆が気持ち良く使えるように、みだりにたん、つばを吐き捨てることが禁止されました。

クリーンひらつか指導員及びクリーンひらつか推進員制度が始まります 

市民又は事業者が積極的に地域の美化活動に取り組む地区を、美化活動をする者の求

めに基づき、市が美化推進モデル地区として指定し、その地域の自主的な美化活動を支

援する制度です。 

 

 
市民・事業者の 

自主的美化活動 

 

平塚市 

美化推進モデル地区指定 

 

条例に規制された事項に係る指導、勧告及び命令に関すること

やさわやかで清潔なまちづくりに係る普及、啓発活動を行うため

のクリーンひらつか指導員は市職員のうちから任命します。 

さわやかで清潔なまちづくりに係る普及、啓発活動を行うため

のクリーンひらつか推進員は市民、事業者のうちから市長が委嘱

します。 

指導員と推進員が、市内各地で活動してまいります。 
モデル地区指定の申請

活動への支援 

（物・心） 

 

路上喫煙禁止区域が設定されます 

申請内容の審査 

平成 18年 10 月 1日 平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例が施行されます 

ごみステーションの利用上のルール 

ごみステーションを利用する者は、排出の日時を守り、適正に分別し、廃棄物が散乱しないようにしなければなりません。

罰則の適用は、禁止行為の中止や是正に必要な措置を講ずるよう指導、勧告を

行い、その指導、勧告に従わない場合に、市長が指導、勧告に従うように命令し

ます。その命令に従わない場合は、命令違反として警察、又は検察庁に告訴する

こととなります。裁判所の判決により罰金が確定します。なお、落書きについて

は即、告訴となります。しかし、条例は罰則を目的としたものではありませんの

で、罰金までの手続きを通じ、違反者のモラル向上に努めます。しかし、モラル

に頼るのみでは、条例の実効性が保てない場合を想定し、罰則の規程を設けてい

ます。 

駅周辺、中心商店街などの人の往来の多い場所を路上喫煙禁止区域と

して指定し、この路上喫煙禁止区域内の道路、歩道、広場、公園などの

公共の場所においては、喫煙が禁止されます。喫煙は定められた喫煙場

所でお願いします。 

※定められた喫煙場所以外の場所での喫煙は、罰金（２万円以下）が

課される場合があります。 

 
 

市民の皆様の快適で清潔な暮らしを阻害する身近な問題を防止し、豊かで住みよい地域社会をつくることを目的に、平塚市は「平塚市さわやかで清潔なまちづく

り条例」を制定しました。その中で市民、事業者及び市の役割を定めるとともに、禁止行為と罰則、地区の自主的な美化活動に対する支援などを定めています。 

市民等の美化推進活動に対する支援制度が始まります 

罰則規定が設けられました 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

犬、猫の管理について規定されました 

飼い犬を道路、公園、海岸など公共の場所で散歩 

や運動をさせるときは、引き綱やリード等で飼い犬 

をコントロールしなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふんの放置、投棄の禁止 

犬猫等の動物が公共の場所等でふんをしたときは、放置したり、 

投棄したりすることが禁止されました。 

 

※違反した場合は、罰金（2万円以下）が課される場合 

があります。 

 

回収容器の設置及び管理 

 
 

落書きの禁止が規定されました 

 

ごみステーションからの資源再生物の持去り禁止が規定されました 

 

 

深夜に爆発音をともなう花火をすることが禁止されました 

 

土地の管理 

 

 
 

 

 

 

しっかり、愛犬をコン

トロールしてね!! 

 

 

 

私を病気や交通事故 

から守ってね!! 

 

猫を飼う場合は、猫にとって危険な屋外を避け、室

内で飼うように努めてください。 

セットで設置し管理してね

 

リサイクル 

 

持って帰ってね

2２時～6時 

 

 

平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例に関するお問い合わせは、資源循環課資源循環担当 電話０４６３－２３－１１１１内線２２３８

古紙、雑誌、鉄類、びん、天ぷら油、ペットボトル、プラスチ

ック製容器包装類などの資源再利用を目的として、ごみステーシ

ョンに集められる資源再生物を、市及び市長が指定する者以外の

者が持ち去ることが禁止されました。 

 

※違反した場合に、罰金（５万円以下）が課される場合があり

ます。 

土地等の所有者は、その土地等にごみ等が捨て

られないように努めてください。 

土地等の所有者は、その土地等にごみなどが捨

てられ、そのごみ等が放置されることにより著し

く周辺の環境を損なう状態になった場合は、自ら

の責任でごみ等を適正に処理しなければなりませ

ん。 

 

ここは、ごみ捨て場

ではありません!! 

自動販売機により飲食物を販売する者は、空き缶、ペットボ

トル、紙パック等を回収するための回収容器を設置するととも

に、回収容器が空き缶等で溢れ、周囲に散らかることがないよ

うに適切な管理をしなければなりません。 

 

※違反した場合に、罰金（５万円以下）が課される場合があ

ります。 

 

公共の場所や他人の迷惑となる場所

で、午後 10時～午前６時の間は、爆

竹やロケット花火など爆発音をともな

う花火をすることが禁止されました。 

 

公共の場所や施設、他人の建

物、壁などへの落書きは禁止され

ました。 

※違反した場合に、罰金（５万円

以下）が課される場合がありま

す。落書きの罰金適用は、指導、

勧告、命令の手続きはなく、即告

訴されます。 


